
 

 

①譲渡人（納税義務者） 

・４月１日現在の納税義務者本人が記入し、押印してください。 

【住所・氏名の記載上の注意事項】 

・住所・氏名は現住所と同一としてください。 

・住所に変更があった場合は、住民票、戸籍の附票等(コピー可)を添付してください。 

・氏名に変更があった場合は、戸籍謄本等（コピー可）を添付してください。 

・法人の住所・名称に変更があった場合は、登記簿謄本（コピー可）を添付してください。 

・法人の場合は、代表者の肩書きと氏名を記入し、代表者印を押印してください。 

【押印する印鑑の注意事項】 

・添付資料が印鑑登録証明書（コピー可。以下同じ。）の場合は、その証明書と同じ印鑑で押印してください。 

・還付金申請年度の領収証書原本を添付書類とされる場合は、印鑑登録証明書の添付を不要としますが、納税義務者の還

付先変更の了解がある証拠として、還付先変更確認の印を領収証書に押印して返却します。押印されることを承諾され

ない場合は、領収証書は添付資料とみなしませんので、実印で押印、その印の印鑑登録証明書を添付資料として提出し

てください。 

 

 

②譲渡日 

・譲渡した日は必ず記入してください。 

 

 

③譲受人 

・郵便番号・住所（所在地）・氏名（名称）・電話番号を必ず記入してください。 

・個人事業主の方で、屋号で申請される場合は、代表者氏名まで記入してください。 

 

④税目、課税年度、登録番号、過誤納金の発生理由及び発生年月日 

・課税年度   納付した領収証書を確認して記載してください。 

・過誤納金の発生理由及び発生年月日 

必ず、理由を選択してください。 

(その他の場合は、内容を記載してください。(例：減免)) 

抹消又は二重納付の場合は日付を記入してください。 

 

⑤振込先口座 

・岐阜県外の方は、必ず口座を記入してください。 

・口座は、譲受人に記載された方と同一の名義の口座に限ります。 

・口座名義人をカタカナで必ず記入してください。 

 

⑥添付資料 

【抹消の場合】 

・納税義務者の実印で押印いただき、その印の印鑑登録証明書（コピー可）、または、還付金申請 

年度の領収証書原本(納税証明書は領収証書ではありません。) 

・ＭＰＮ、クレジット支払の場合は、領収証書がありませんので、実印と印鑑証明書が必要です。 

口座振替の場合も、平成 29 年 4 月から同様の取扱いとなります。 

【二重納付の場合】 

・二重納付をした領収証書の原本(納付回数分) 

 

⑦提出期限 

【抹消の場合】 

・抹消登録をした月の翌月 10 日。（10 日が閉庁日の場合は、その前開庁日） 

【二重納付の場合】 

・発生後、直ちに 


